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第 7回審議会での質疑を受けて、現行使用料体系における基本水量に該当す

る、10㎥/月以下の件数について、平成 25年度実績を整理しました。 

10㎥/月以下の利用件数は年間 105,518件であり、利用件数全体（年間

291,852件）の 36.2％を占めています。 

10㎥/月以下の利用件数の中では 6㎥/月の利用者が最も多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：地方公営企業年鑑 

表-1.1 10㎥/月以下の利用件数（平成 25年度実績） 

１．10㎥/月以下の利用者件数の実績 

 

使用水量
(㎥)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 全体

件数(件) 7,250 8,344 6,354 8,218 9,958 11,300 11,636 11,228 10,712 10,016 10,502 291,852

構成比率 2.5% 2.9% 2.2% 2.8% 3.4% 3.9% 4.0% 3.8% 3.7% 3.4% 3.6%

構成比率
(累計)

2.5% 5.3% 7.5% 10.3% 13.7% 17.6% 21.6% 25.5% 29.1% 32.6% 36.2%
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関東近辺の代表的な温泉地を抱える自治体の下水道使用料について、次頁の

表に示す、那須塩原市を含めた８つの自治体を対象に整理しました。 

使用料体系について、一般汚水とは別に温泉汚水の体系設定が行われている

自治体は 4自治体となっています。 

また、群馬県草津町については、温泉汚水の体系設定は行われていませんが、

従量使用料単価は単一設定となっています。 

なお、那須塩原市の塩原地区のような逆累進制については、那須町でのみ採

用されています。 

次頁より、これら８自治体の下水道使用料体系の詳細を示します。 

２．温泉地を抱える自治体の下水道使用料体系 
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表 2-1 関東近辺の代表的な温泉地を抱える自治体の使用料の状況 

自治体名 温泉名 

使用料体系 
使用料

単価 

(円/㎥) 

汚水処

理原価 

(円/㎥) 

経費回収

率(％) 
温泉汚

水の 

設定 

単一従

量単価

の採用 

逆累進

制の 

採用 

①栃木県 

那須塩原市 
那須塩原温泉 ※１  ※２ 131.27 152.90 85.9 

②神奈川県箱根町 箱根温泉 ●   213.68 281.62 75.9 

③栃木県日光市 
鬼怒川温泉 

川治温泉 等 
   127.61 123.62 103.2 

④静岡県熱海市 熱海温泉 ●   164.36 164.36 100.0 

⑤静岡県伊東市 伊東温泉 ●   70.77 88.42 80.0 

⑥群馬県渋川市 伊香保温泉 ●   76.41 132.45 57.7 

⑦群馬県草津町 草津温泉  ●  83.84 83.87 100.0 

⑧栃木県那須町 那須温泉   ● 107.13 188.84 56.7 

※１：那須塩原市では、板室・塩原ともに浴槽の温泉水は河川放流とされて

おり、下水道では受け入れていない。また、公衆浴場法に規定する「一

般公衆浴場」は「湯屋用」の使用料を適用。 

※２：那須塩原市は、塩原地区のみ逆累進制を採用。 

注）使用料単価、汚水処理原価、経費回収率は平成 25年度値
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自治体名 使用料体系 

事業

着手

年度 

行政人口・ 

処理区域内 

人口 

処理場数・ 

ﾎﾟﾝﾌﾟ施設

数 

使用料単価 

・汚水処理原価 

・経費回収率 

①栃木県 

那須塩原市 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜体系表：税抜＞ 現行体系：H8.4.1改定 

【黒磯地区】 

 

 

 

 

 

※一般家庭使用料（1ヶ月 20㎥あたり）：2,345円 

 

【西那須野地区】 

 

 

 

 

 

※一般家庭使用料（1ヶ月 20㎥あたり）：2,200円 

 

 

 

 

S49 (行政人口) 

118,573 人 

(処理区域内

人口) 

58,509人 

(処理場数) 

2 ヵ所 

(ﾎﾟﾝﾌﾟ場数) 

3 ヵ所 

(使用料単価) 

131.27円/㎥ 

(汚水処理原価) 

152.90円/㎥ 

(経費回収率) 

85.9％ 

汚水量 金額 汚水量 金額
10㎥を超え30㎥まで 118円
30㎥を超え50㎥まで 126円
50㎥を超え100㎥まで 137円
100㎥を超えるもの 146円

基本料金（1ヶ月につき）
種別

1,165円

超過料金（1㎥につき）

10㎥まで一般用

汚水量 金額 汚水量 金額
10㎥を超え30㎥まで 110円
30㎥を超え50㎥まで 120円
50㎥を超え100㎥まで 130円
100㎥を超えるもの 140円

種別

1,100円10㎥まで一般用

基本料金（1ヶ月につき） 超過料金（1㎥につき）
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自治体名 使用料体系 

事業

着手

年度 

行政人口・ 

処理区域内 

人口 

処理場数・ 

ﾎﾟﾝﾌﾟ施設

数 

使用料単価 

・汚水処理原価 

・経費回収率 

栃木県 

那須塩原市 

【塩原地区】 

 

 

 

 

※一般家庭使用料（1ヶ月 20㎥あたり）：2,000円 

 

②神奈川県 

箱根町 

＜体系表：税抜＞ 現行体系：H21.4.1改定 

 

 

 

 

 

 

 

※一般家庭使用料（1ヶ月 20㎥あたり）：2,008円 

S48 (行政人口) 

12,500人 

(処理区域内

人口) 

7,143 人 

(処理場数) 

2 ヵ所 

(ﾎﾟﾝﾌﾟ場数) 

11 ヵ所 

(使用料単価) 

213.68円/㎥ 

(汚水処理原価) 

281.62円/㎥ 

(経費回収率) 

75.9％ 

汚水量 金額 金額

110円

150円

200円

240円

280円

310円

温泉水 50円

200㎥を超え500㎥まで

500㎥を超え1,000㎥まで

1,000㎥を超えるもの

1㎥につき

25㎥を超え50㎥まで

50㎥を超え200㎥まで

種別
基本料金（1ヶ月につき） 超過料金（1㎥につき）

一般用 10㎥まで 760円

汚水量

10㎥を超え25㎥まで

汚水量 金額 汚水量 金額
10㎥を超え500㎥まで 100円
500㎥を超え1000㎥まで 90円
1000㎥を超えるもの 80円

種別

10㎥まで一般用 1,000円

基本料金（1ヶ月につき） 超過料金（1㎥につき）
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自治体名 使用料体系 

事業

着手

年度 

行政人口・ 

処理区域内 

人口 

処理場数・ 

ﾎﾟﾝﾌﾟ施設

数 

使用料単価 

・汚水処理原価 

・経費回収率 

③栃木県 

日光市 

＜体系表：税抜＞ 現行体系：H23.4.1改定 

 

 

 

 

※一般家庭使用料（1ヶ月 20㎥あたり）：2,430円 

■合併協定に基づき水道料金と下水道使用料を統一。下水道使用料は、

統一前の 4地区の中間的な水準に統一され、基本水量は 4地区の中で最

も少ない 5㎥/月に設定されている。（P7に市 HPからの引用資料を提示） 

S35 （行政人口） 

87,829人 

（処理区域内

人口） 

53,494人 

（処理場数） 

2 ヵ所 

（ﾎﾟﾝﾌﾟ場数） 

6 ヵ所 

(使用料単価) 

127.61円/㎥ 

(汚水処理原価) 

123.62円/㎥ 

(経費回収率) 

103.2% 

④静岡県 

熱海市 

＜体系表：税抜＞ 現行体系：H21.4.1改定 

 

 

 

 

 

 

公衆浴場（共同浴場を含む。）の使用については、汚水排出量の 10分の

5に相当する料金を減額する。ただし、営利を目的としない共同浴場の

使用については、10分の 7に相当する料金を減額する。（消費税込） 

※一般家庭使用料（1ヶ月 20㎥あたり）：3,025円 

S27 （行政人口） 

38,808人 

（処理区域内

人口） 

25,467人 

（処理場数） 

1 ヵ所 

（ﾎﾟﾝﾌﾟ場数） 

2 ヵ所 

（使用料単価）

164.36/㎥ 

(汚水処理原価） 

164.36/㎥ 

（経費回収率） 

100.0% 

汚水量 金額 金額
110円
120円
130円

一般用 5㎥まで 600円

種別
基本料金（1ヶ月につき）

汚水量
5㎥を超え30㎥まで

超過料金（1㎥につき）

30㎥を超え100㎥まで
100㎥を超えるもの

汚水量 金額 金額

25円

144円

157円

171円

温泉汚水 96円

1,000㎥を超えるもの

1㎥につき

種別
基本料金（1ヶ月につき） 超過料金（1㎥につき）

一般用 10㎥まで 2,775円

汚水量

10㎥を超え20㎥まで

20㎥を超え300㎥まで

300㎥を超え1,000㎥まで
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自治体名 使用料体系 

事業

着手

年度 

行政人口・ 

処理区域内 

人口 

処理場数・ 

ﾎﾟﾝﾌﾟ施設

数 

使用料単価 

・汚水処理原価 

・経費回収率 

⑤静岡県 

伊東市 

＜体系表：税抜＞ 現行体系：H25.4.1改定 

 

 

 

 

 

 

※一般家庭使用料（1ヶ月 20㎥あたり）：1,890円 

■一般用、温泉水ともに、30％を目安に基本料金と超過料金を値上げ。

（検討会会議録より）(P8に市 HPからの引用資料を提示） 

S33 （行政人口） 

72,335人 

（処理区域内

人口） 

24,700人 

（処理場数） 

1 ヵ所 

（ﾎﾟﾝﾌﾟ場数） 

2 ヵ所 

(使用料単価) 

70.77 円/㎥ 

(汚水処理原価) 

88.42 円/㎥ 

(経費回収率) 

80.0% 

⑥群馬県 

渋川市 

＜体系表：税抜＞ 現行体系：H16.4.1改定 

 

 

 

 

 

 

 

※一般家庭使用料（1ヶ月 20 ㎥あたり）：1,976円 

S35 （行政人口） 

82,058人 

（処理区域内

人口） 

23,104人 

（処理場数） 

2 ヵ所 

（ﾎﾟﾝﾌﾟ場数） 

3 ヵ所 

(使用料単価) 

76.41 円/㎥ 

(汚水処理原価) 

132.45円/㎥ 

(経費回収率) 

57.7% 

汚水量 金額 金額

95円

96円

97円

19円

20円

50㎥を超え250㎥まで

250㎥を超えるもの

種別
基本料金（1ヶ月につき） 超過料金（1㎥につき）

一般用 10㎥まで 800円

汚水量

10㎥を超え50㎥まで

温泉水 50㎥まで 850円
50㎥を超え500㎥まで

500㎥を超えるもの

汚水量 金額 金額

100円

113円

125円

浴場用 33円

温泉汚水 13.34円

臨時用 194円

一般用 8㎥まで 630円

種別
基本料金（1ヶ月につき）

1㎥につき

1㎥につき

1㎥につき

汚水量

9㎥を超え40㎥まで

超過料金（1㎥につき）

40㎥を超え100㎥まで

100㎥を超えるもの
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自治体名 使用料体系 

事業

着手

年度 

行政人口・ 

処理区域内 

人口 

処理場数・ 

ﾎﾟﾝﾌﾟ施設

数 

使用料単価 

・汚水処理原価 

・経費回収率 

⑦群馬県 

草津町 

＜体系表：税抜＞ 現行体系：H25.4.1改定 

 

 

 

※平成 27年度から平成 29年度にかけて段階的に使用料改定。 

※一般家庭使用料（1ヶ月 20 ㎥あたり）：1,339円 

※排水量＝水道水量＋温水水量 

(P9に市 HPからの引用資料を提示） 

S44 （行政人口） 

6,887 人 

（処理区域内

人口） 

4,991 人 

（処理場数） 

1 ヵ所 

（ﾎﾟﾝﾌﾟ場数） 

なし 

(使用料単価) 

83.84 円/㎥ 

(汚水処理原価) 

83.87 円/㎥ 

(経費回収率) 

100.0% 

⑧栃木県 

那須町 

＜体系表：税抜＞ 現行体系：H13.4.1改定 

 

 

 

 

 

※一般家庭使用料（1ヶ月 20 ㎥あたり）：2,484円 

S52 （行政人口） 

26,670人 

（処理区域内

人口） 

3,017 人 

（処理場数） 

2 ヵ所 

（ﾎﾟﾝﾌﾟ場数） 

なし 

(使用料単価) 

107.13円/㎥ 

(汚水処理原価) 

188.84円/㎥ 

(経費回収率) 

56.7% 

汚水量 金額 金額

一般用 10㎥まで 400円 84円

種別
基本料金（1ヶ月につき） 超過料金（1㎥につき）

汚水量

10㎥を超えるもの

汚水量 金額 金額
118.8円
97.2円
86.4円

臨時用 540円1㎥につき

種別
基本料金（1ヶ月につき） 超過料金（1㎥につき）

汚水量

一般用 10㎥まで 1,296円
11㎥を超え500㎥まで
501㎥を超え2000㎥まで
2000㎥を超えるもの
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【栃木県日光市 水道料金・下水道使用料改定のお知らせ ※市 HPより】 
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【静岡県伊東市 下水道使用料改定のお知らせ ※市 HPより】 
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【群馬県草津町 下水道使用料改定のお知らせ ※市 HPより】 
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事務局では、第 7回審議会での審議内容を勘案しながら、次々頁の図 3-1

に示すような手順で改定案を検討し、そのなかから、事務局からの推奨案とし

て、表 3-1に示す改定案を提示します。 

 

表-3.1 下水道使用料改定案（事務局推奨案） 

（税抜） 

種別 基本料金（1月につき） 超過料金（1㎥につき） 

一
般
用 

金額 汚水量 金額 

1,247円 

0㎥を超え10㎥まで 10円 

10㎥を超え20㎥まで 105円 

20㎥を超え30㎥まで 113円 

30㎥を超え50㎥まで 121円 

50㎥を超え100㎥まで 132円 

100㎥を超えるもの 141円 

３．使用料改定案について 

 

【推奨案の概要】 

※参考資料「改定案９」 

①基本使用料による固定費負担率：45％ 

②基本水量設定：なし 

③水量区分：現行 4 段階→6 段階 
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使用料改定案の推奨案の選定理由は、以下のとおりです。 

 

■下水道使用料改定案・推奨案の選定理由 

１．固定費負担率 

今後の人口減少、節水型社会の移行に伴う使用水量の減少を考慮すると、使用水量の増

減に左右されない使用料体系を設定し、下水道事業の経営安定化を図る必要があります。 

そのために、基本使用料による固定費負担率を現状（38.3％）より向上させる方針とし、

検討した 2 パターン（45％と 50％）のうち、少量利用者の負担増等を勘案し、基本使用

料による固定費負担率は 45％とするのが妥当と考えました。 

 

２．基本水量設定 

昨今の核家族化、節水型社会の移行を考慮すると、現行使用料体系での基本水量 10 ㎥/

月という設定は、現状の社会状況を反映したものではないといえ、節水に対する経済的見

返りを確保するため、基本水量の設定を見直すのが妥当と考えます。 

また、基本水量の設定見直しについては、経済的見返りを受ける利用者の範囲を極力広

くすることと、那須塩原市水道事業の料金体系（平成 22 年度に改定）との整合を考慮し、

基本水量を廃止するのが妥当と考えました。 

 

３．従量使用料単価・水量区分  

従量使用料単価の水量区分については、一般家庭等が該当する「10㎥を超え 30㎥まで」

と、大量排水者が該当する「100㎥を超えるもの」の両方を分割する案を検討しました。 

前者については、一般家庭等の負担軽減に繋がり、節水に対する経済的見返りとしても

有効な案といえますが、後者については、大量排水者からの従量使用料による収入の比率

を高めるものであり、将来の水量減少が見込まれることを勘案すると、経営の安定化の観

点からは望ましい案とはいえず、６段階にするのが妥当と考えました。 
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図 3-1 使用料改定案の検討手順 

検討 start 

固定費負担率 

45％ 

基本水量 10㎥ 

基本水量 8㎥ 

基本水量 5㎥ 

基本水量無し 

現行に準拠（４段階） 

2段階追加（６段階） 

現行に準拠（４段階） 

2段階追加（６段階） 

現行に準拠（４段階） 

2段階追加（６段階） 

現行に準拠（５段階） 

2段階追加（７段階） 

固定費負担率 

50％ 

基本水量 10㎥ 

基本水量 8㎥ 

基本水量 5㎥ 

基本水量無し 

現行に準拠（４段階） 

2段階追加（６段階） 

現行に準拠（４段階） 

2段階追加（６段階） 

現行に準拠（４段階） 

2段階追加（６段階） 

現行に準拠（５段階） 

2段階追加（７段階） 

改定案１ 

改定案２ 

改定案３ 

改定案４ 

改定案５ 

改定案６ 

改定案７ 

改定案８ 

改定案１０ 

改定案１１ 

改定案１２ 

改定案１３ 

改定案１４ 

改定案１５ 

改定案１６ 

改定案１７ 

1段階追加（６段階） 改定案９（推奨案） 

１．固定費負担率 ２．基本水量設定 ３．従量使用料単価・水量区分 推奨案の選定理由 

１．基本使用料による固定費負担率 

少量利用者の負担増等を考慮し

『45％』を推奨 

 

２．節水への経済的見返り 

経済見返りを受ける利用者の範

囲や水道料金との整合性を考慮し、

『基本水量無し』を推奨 

 

３．従量使用料単価の水量区分 

一般家庭等の負担軽減や経営安

定化等の観点から、「10㎥を超え 30

㎥まで」を「10㎥を超え 20㎥まで」

と「20㎥を超え 30㎥まで」に区分

することを推奨 


